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瀬戸まちの活動センター運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１．目的 

  この要項は、瀬戸市（以下「本市」という。）が設置する瀬戸まちの活動センターを拠点として実

施する市民の自発的公益活動（市民活動）を促進するために必要な業務を委託する事業者（以下「受

託者」という。）を公募型プロポーザル方式で選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

 ⑴ 業務名 

   瀬戸まちの活動センター運営業務委託 

 ⑵ 業務内容 

   別紙「瀬戸まちの活動センター運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結日から令和１２年３月３１日まで（長期継続契約） 

   ※契約締結日（令和７年３月１７日予定）から履行開始（令和７年４月１日）前までは準備期間

とし、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。 

 

３．瀬戸まちの活動センターの概要 

⑴ 名 称：瀬戸まちの活動センター 

⑵ 所 在 地：瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階 

⑶ 運営時間：午前８時３０分～午後５時１５分（下記の休業日を除く） 

⑷ 休 業 日：日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定され

ている国民の祝日（以下「祝日」という。）及び年末年始（１２月２８日～１月４日） 

    ※令和７年４月１日より、従来の休業日に加えて、毎週月曜日及び祝日も休業日とする。 

 

４．業務委託料の上限金額（消費税及び地方消費税を含む） 

  ５３，２００，０３９円 

  なお、各年度の支払限度額は次のとおりである。 

  令和７年度： １０，１２０，０３７円 

  令和８年度： １０，３５６，７４７円 

  令和９年度： １０，６２９，６７２円 

  令和１０年度：１０，９０１，２４５円 

  令和１１年度：１１，１９２，３３８円 

本契約は、「瀬戸市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続

契約に該当する。瀬戸市議会令和７年３月定例会において、令和７年度当初予算が議決されなかっ

た場合は執行を中止する。また、令和８年度以降において本契約に係る歳出予算の当該金額につい

て減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除する。 

 

５．参加資格要件 
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  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

 ⑴ 特定非営利活動法人格を有し、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表の第１９号

の活動（別表第１号から第１８号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動）が定款に定められている団体であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

⑶ 本プロポーザルの参加表明書の提出期限までに、令和６・７年度あいち電子調達共同システム（物

品等）で瀬戸市の入札参加者名簿に大分類０３「役務の提供」中分類１６「その他の業務委託等」

が登録されている者であること。 

⑷ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市指名停止取扱

要領」（平成１３年８月１日施行）に基づき、指名停止措置を受けていない者であること。 

⑸ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市が行う事務及

び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県瀬戸警察

署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」（平成１９年１２

月１日施行）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

６．選定スケジュール 

手続き 日程 

実施要項・仕様書等の公表 令和７年１月２０日（月） 

質問受付期限 令和７年１月２７日（月）午後５時まで 

質問回答期限 令和７年１月２９日（水） 

参加表明書等提出期限 令和７年２月３日（月）午後３時まで 

提案書等提出期限 令和７年２月２８日（金）午後５時まで 

審査会（プレゼンテーション） 令和７年３月６日（木）午前１０時から１２時 

審査結果通知 令和７年３月７日（金）以降速やかに通知する 

見積書提出期限 受託候補者に別途通知する 

契約締結 令和７年３月１７日（月）予定 

 

７．仕様書等に関する質問の受付及び回答 

 ⑴ 質問方法 

   仕様書等に関する質問は、法人名・担当者名・連絡先を明らかにした上で、質問書（任意様式）

により、下記の提出先へ電子メールで提出するものとする。なお、期限後の質問は受け付けない。 

 ⑵ 受付期限 

   令和７年１月２７日（月）午後５時まで 

 ⑶ 回答方法及び期限 

   質問への回答は、令和７年１月２９日（水）までに、市ホームページに掲載する。その際、質問

者名は公表しない。 

   なお、質問への回答は、本実施要項及び仕様書等への追加又は訂正とみなす。 

 ⑷ 提出先 

   瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第３係 
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   machidukuri@city.seto.lg.jp 

 

８．応募書類の提出について 

  プロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書（様式１）及び下記に示す書類等を提出期限まで

に提出すること。 

⑴ 提出書類及び部数 ※いずれも任意様式とする。 

番号 書類名称 部数 提出上の注意 

① 団体の定款（上記５．⑴の要件を

満たしていることが分かるもの。） 

１部 

 

参加表明書とともに提出すること。 

② 企画提案書 正本１部 

副本６部 

表紙に団体名を明記すること。 

企画提案書は、本市の概況や課題を踏まえて

作成することとし、下記の内容を含むこと。

また、提案書の様式はＡ４サイズとするこ

と。 

・団体概要（団体の経歴、役員の構成、組織

体制、人員、事業概要及び団体の特徴や強み

が把握できるもの。） 

・仕様書４．業務の内容別の具体的な企画案 

・５ヵ年分の年間スケジュール 

・事業の実施体制（事業担当者の氏名、実績

等について記載があるもの。） 

・その他の提案事項 

③ ・法人格認証申請の写し 

・法人の前期事業報告書・決算書 

・法人の今期事業計画書・予算書 

・法人の登記事項証明書の写し 

各１部  

④ 見積書（５ヵ年分） １部 本要項４．業務委託料の上限金額を参考に積

算すること。 

各年度の積算根拠が分かるものを添付する

こと。 

⑵ 提出期限 

 ①参加表明書及び上記⑴①の書類 

  令和７年２月３日（月）午後３時まで 

 ②企画提案書等（上記⑴②～④の書類） 

令和７年２月２８日（金）まで 

⑶ 提出方法 

   持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、提出期限を必着とし、配達が証明できる方法（書留、特定記録）で郵送のこと。 

⑷ 提出先 

mailto:machidukuri@city.seto.lg.jp
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   〒４８９－００４４ 

瀬戸市栄町４５ パルティせと３階 

   瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第３係 

 ⑸ その他 

   参加者が１団体であっても、参加資格を有するものであればプロポーザルを実施するものとする。 

 

９．選定方法及び選定審査会について 

⑴ 選定方法 

瀬戸まちの活動センター運営団体選定審査会を設置し、企画提案書及びプレゼンテーションによ

る審査にて選定する。 

⑵ 審査会は、審査員の率直な意見交換又は意思決定の中立性が損なわれる恐れがあることから、原

則として非公開で行う。 

⑶ 審査会 

 ① 実施日時・場所 

   令和７年３月６日（木） 午前１０時～１２時（予定） 瀬戸市役所１階１０５会議室 

   ※プレゼンテーションの詳細な時間は、企画提案書の受付時に伝える。郵送の場合は、書類到

着後速やかに電話連絡をした上で伝える。 

 ② 出席者 

   ３名以内とする。 

 ③ プレゼンテーション持ち時間 

プレゼンテーションの時間は１５分以内とし、その後、審査員による質疑応答を１０分程度と

する。 

    ④ その他 

   ア プレゼンテーションは、提出した企画提案書の内容と逸脱しないものとし、追加資料の配布

等は認めない。 

   イ プレゼンテーションを行う順番は、企画提案書の受付順とする。 

   ウ プロジェクター及びスクリーンのみ市が用意する。それ以外の必要機器は参加者が用意する

こと。プロジェクター及びスクリーンを使用する場合は、あらかじめ市に申し出ること。 

 

10. 審査方法 

企画提案書及びプレゼンテーションにより、以下の評価基準に基づき審査を行い、評価が最も高い

提案者を契約候補者、次に高い提案者を次点者として選定する。最も高い提案者が２事業者以上の場

合は、審査員の協議によって決定する。 

また、提出された書類から、提案者の運営状況の健全性及び見積書の積算根拠の妥当性を考慮し、

総合的に判断した上で最終契約候補者を決定する。 

なお、各審査員の評価点数の合計が満点の１００分の６０未満の場合は、契約候補者として選定し

ない。 

 ⑴ 評価基準 

評価項目 視点 配点 

企画提案【７０点】 
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１ 申請者の市民活動及び市民活動支援活 

動の取り組みにおける積極性 

・中間支援業務の趣旨をよく理解し、受託に

あたっての明確な考え方が示されているか 

１０ 

２ ＮＰＯ、ボランティア活動に関する精通 

性 

 

・県内のＮＰＯ法人はじめ、各機関とのネッ

トワークがあり、情報共有できる体制である

か 

・ＮＰＯ、ボランティア活動に役立つ知識を

有する人的資源が充実しているか 

１０ 

３ ＮＰＯ、ボランティア活動に関する相談 

業務の対応能力 

 

・市民活動に関する様々な相談業務を適切に

行う計画がされているか 

【業務⑴ 相談・コーディネート業務】 

１０ 

４ 各種手段を活用した情報収集・提供能力 

 

・情報の収集、提供の方法は適切かつ効果的

なものか 

【業務⑵ 各種情報収集・提供業務】 

１０ 

５ 各種講座・交流事業等を企画立案し、運 

営する能力 

 

・団体同士の連携、交流が促進される内容の

講座が計画されているか 

【業務⑶ 人材育成・研修業務】 

【業務⑷ 交流促進業務】 

１０ 

６ 人的ネットワークを築き、各種団体の協 

働を促進する能力 

 

・団体同士の連携、協働を支援する体制の構

築及び事業が計画されているか 

【業務⑸ せと市民活動連絡会の事務局運

営】 

【業務⑹ 行政職員と市民活動団体の協働

促進業務】 

【業務⑺ 多様性社会における各種団体の

協働促進業務】 

１０ 

７ 誠実な業務実施及び公正・公平な対応能 

力 

 

・受託業務に対して責任を持ち、意欲的な提

案がされているか 

・誰もが参画しやすい事業となるよう、情報

発信ができ、広く対応できる業務内容が計画

されているか 

１０ 

プレゼンテーション【２０点】 

８ 説明・表現力 ・提案内容について、端的かつ的確で分かり

やすい説明となっているか 

１０ 

９ 対応力 ・質疑に対する回答が簡潔明瞭であり、適切

な対応となっているか 

１０ 

業務体制【１０点】 

１０ 実施体制 本業務を実施するために、必要な人員・執行

体制が整っているか 

１０ 

合計 １００ 

 

11. 審査結果の通知について 

 ⑴ 審査結果については、文書で通知する。 

 ⑵ 審査結果についての異議申し立ては、受理しない。 

 ⑶ 選定に係る経過については、一切公表しない。 
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12. 契約交渉 

 ⑴ 契約候補者として選定された者と契約締結の交渉を行い、見積徴収を行った上で契約を締結する

ものとする。 

 ⑵ 契約交渉にあたっては、提案者が提案した内容を尊重するが、詳細な事項については、改めて本

市との協議等を行った上、決定するものとする。 

13．失格事項 

  次のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 

 ⑴ 提出書類の提出方法、提出期限等について本要領を守らなかったとき。 

 ⑵ 記載すべき内容の一部又は全部が記載されていない、記載上の注意事項を守らなかったとき。 

 ⑶ 虚偽の内容を記載したとき。 

 ⑷ 見積書の金額が、本要項４．の業務委託料の上限金額を超えているとき。 

 ⑸ その他、失格が妥当であると判断される事項があったとき。 

 

14．その他 

 ⑴ プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。提出後の企画提案書等の修正差し

替えはできない。 

 ⑵ 提出書類等の著作権は、提案者に帰属する。 

⑶ 提出書類は返却しない。 

⑷ 提出書類は、瀬戸市情報公開条例に基づき、提案者の承諾を得た上で公表する場合がある。 

 ⑸ 選定結果については、市ホームページ上で公表する。 

 

15 問い合わせ先 

  〒４８９－００４４ 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階 

  瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第３係 

  電話：０５６１－９７－１３３６（直通） 

  メール：machidukuri@city.seto.lg.jp 

mailto:machidukuri@city.seto.lg.jp


【様式１】 

令和  年  月  日  

瀬戸市長 宛 

 

参 加 意 志 表 明 書  

 

瀬戸まちの活動センター運営業務委託に係る公募型プロポーザルについて、下記のとおり参加

の意志表示をします。なお、下記の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

⑴ 特定非営利活動法人格を有し、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表の第１

９号の活動（別表第１号から第１８号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、

助言又は援助の活動）が定款に定められている団体であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

⑶ 本プロポーザルの参加表明書の提出期限までに、令和６・７年度あいち電子調達共同システ

ム（物品等）で瀬戸市の入札参加者名簿に大分類０３「役務の提供」中分類１６「その他の業

務委託等」が登録されている者であること。 

⑷ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市指名停止

取扱要領」（平成１３年８月１日施行）に基づき、指名停止措置を受けていない者であること。 

⑸ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市が行う事

務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県

瀬戸警察署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」（平

成１９年１２月１日施行）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

提出者  法人名 

       

  所在地 

   

代表者 

                       印 

電話 

 

E-mail 


